
 
 
 
 
 
 病中又は病気回復期で集団保育や家庭で保育することができないお子さんを、医療機関等で預かり

保育します。北区は文京区と協定を締結し、令和 3 年 10 月 1 日から、北区民も文京区にある都立駒

込病院病児・病後児保育室「ろびん」を利用することができます。 

1．利用できるお子さん 
  北区内にお住まいの生後 4 か月から小学校 3 年生までの児童 

2．施設所在地及び内容 
施設 駒込病院病児・病後児保育室「ろびん」 

施設所在地 
都立駒込病院敷地内 都立駒込病院保育棟 2 階 
〒113-8677 文京区本駒込病院 3-18-22 
（電話）03-3823-1305（直通） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

アクセス 

電 車 ・JR 山手・京浜東北線  田端駅下車 徒歩 約 15 分 
・東京メトロ南北線   本駒込駅下車 徒歩 約 10 分 

バ ス JR 山手・京浜東北線  田端駅より 
・【東 43】「東京駅丸の内北口」行 →「駒込病院前」下車 約 10 分 
・【端 44】「駒込病院」行 →「駒込病院」終点  約 10 分 
東京メトロ南北線   本駒込駅より 
・【東 43】「荒川土手」行 →「駒込病院前」下車 約 10 分 

自転車 ・駐輪スペース（3 台分）が保育棟保育室入口前にあります。 
当院敷地内は、自転車を押してお越しください。 

※保育棟左側の「病児・病後児保育室ろびん」と表示してある出入口で、インターホンを鳴らしてください。 

定員 2 名（令和 3 年 10 月から当面の間） 

利用日 月曜日から金曜日（祝日、年末年始、閉館日を除く） 

利用時間 午前 8 時 30 分から午後 5 時 30 分 
（事前登録の受付時間は午前 9 時から午後 5 時 30 分） 

利用料金 一人 1 日 3,000 円（昼食の提供はありません）（※） 

利用期間 1 回の利用は、原則、同一の症状に係る連続 7 日以内（閉室日を含む） 
※利用後、北区保育課に申請することにより、現年度分住民税非課税世帯及び生活保護世帯については 2,000 円、 

現年度分住民税均等割のみの課税世帯（所得割非課税世帯）については 1,000 円が助成されます。 
申請方法の詳細は「~病児・病後児保育施設利用料助成金のご案内~」をご確認ください。 

3．利用対象となる疾患 
  ◆ 発熱やかぜ、下痢など      ◆ おたふくかぜなどの感染症疾患の回復期 

  ◆ 気管支喘息などの慢性疾患    ◆ やけどや骨折などの外傷性疾患の養生期 

  ◆ その他医師が利用可能と判断した病気、けが 
※運営内容については、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況等により変更となる場合があります。 
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4．利用対象とならない疾患 
  ◇ みずぼうそう、麻しん（はしか）、百日咳などの強い感染症の場合や点滴などの治療が必要な場合 

  ◇ 感染症疾患の回復期であっても、他の児童への感染のおそれがある場合 

  ◇ 対象となる病気であっても、医師の診察の結果、受け入れが困難と判断した場合      

5．事前登録 
・「北区病児・病後児保育利用登録申請書」を北区役所保育課にご提出ください。 
 ※認可保育園に在園している方は、保育園へご提出することでも申込むことができます。 
 ※令和 3 年 10 月からは、当保育室に申請書を持参することで登録することができます。（郵送不可） 

  ※北区の病児保育の登録済みの方も、当保育室を利用する場合は改めて登録する必要があります。 

  ※お急ぎの際は、令和 3 年 10 月からは直接施設にてご登録ください。 

 ・「北区病児・病後児保育事業登録カード」を発行します。 

6．利用方法（手続きの流れ） 
予約方法 利用日の前日（月曜日から金曜日（祝日、年末年始、閉館日を除く））に電話 

予約時間 午前 8 時から午後 5 時 30 分まで 

当日予約 午前 8 時から午前 9 時までに電話 
※定員に空きがあればご利用いただけます。 

キャンセル ご予約後にご利用をキャンセルする場合は、必ず施設にご連絡ください。 

医師の診断 利用日の前日又は当日に、掛かりつけ医を受診し、「診療情報提供書」の作成を依頼し

てください。 

利用時間 午前 8 時 30 分から午後 5 時 30 分 
（事前登録の受付時間は午前 9 時から午後 5 時 30 分） 

当日の 
持ち物 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
【問い合わせ先】 

北区子ども未来部保育課私立保育園係（第 1 庁舎 2 階 2 番） 
住所：〒114-8508 北区王子本町 1-15-22  電話：03-3908-1333（直通） 

≪書類関係≫ ≪お薬（※持参薬がある方のみ）≫ 
□北区病児・病後児保育事業登録カード □お薬（持参薬がある方のみ） 
□記入した児童票（初回利用時のみ） □与薬依頼書 
□病状連絡票 ≪昼食・おやつ・飲み物≫ 
□診療情報提供書（駒込病院以外で受診した場合） □昼食、おやつ 
□母子健康手帳 □飲み物（施設の用意は白湯とお水のみ） 
□保険証 ―以下、必要なお子さんのみ持参― 
□乳幼児（子ども）医療証 □箸、スプーン、フォーク、コップなど 
□診察券（駒込病院の診察券をお持ちの方のみ） □食事用エプロン 
□お薬手帳・薬剤情報提供書など □哺乳瓶（飲む回数分の本数） 
≪衣服など≫ □ミルク（スティックタイプ又はキューブタイプ） 
□着替え上下（上着・ズボン・肌着）2 組 ≪その他≫ 
□バスタオル（昼寝用）2 枚 □抱っこ紐 
□紙おむつ 7～8 枚 □保育時に必要と思われるもの 

（お気に入りの絵本・おもちゃなど） □おしり拭き 
□汚物入れ（ビニール袋など）3 枚  

 


